
議案第１８号

小松島市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条

例について

小松島市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１２年小松島市条

例第５４号）の一部を別紙のように改正する。

平成２９年３月６日提出

小松島市長 濱 田 保 徳
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小松島市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例

小松島市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成１２年小松島市条例第５４号）

の一部を次のように改正する。

第１２条第３項を次のように改める。

３ 小松島市行政不服審査会条例（平成２７年小松島市条例第４６号）第１１条第４

項及び第５項の規定は，第１項による閲覧又は写しの交付について準用する。

附 則

この条例は，平成２９年４月１日から施行する。
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